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１ はじめに 

 

人口減少や少子高齢化がますます本格化している中，宮城県が平成 23 年３月に発生した

東日本大震災（以下「震災」という。）からの復興を成し遂げ，地域経済の活性化と魅力あ

る地域づくりを実現するためには，交流人口を拡大し，経済や雇用への効果が期待される

観光産業が極めて重要な鍵を握っている。 

 

また，民営化した仙台空港の航空路線拡充や三陸縦貫自動車道等の整備，北海道新幹線

の新函館北斗駅開業，北陸新幹線の金沢駅開業など，交通基盤の充実により，観光客の行

動範囲が一層拡大するとともに，東北のゲートウェイとしての宮城県の役割が年々増して

きている。 

 

宮城県においては，これまで，観光の復興・再生に重点的に取り組んできた結果，県全

体の観光客入込数は震災前を大きく上回ったが，沿岸部などの一部の地域では，震災前の

約９割の回復に留まっている。 

 

一方で，世界に目を向けると，国際観光客数が増加傾向にあり，我が国においても 2020

年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控え，訪日外国人観光客数が急激に増

加している中，東北地方においては，他地域に比べシェアが低い状況である。 

 

このため，宮城県においては，ここ数年，国の東北観光復興対策交付金等を活用しなが

ら，観光資源の磨き上げや受入環境の整備を図り，宮城県に国内外から多くの観光客を呼

び込み，交流人口の拡大を目指して取り組んできた。その結果，宮城県の外国人延べ宿泊

者数は，震災前の水準を上回って，近年，大きく伸びており，平成 30年は 36.4万人と東

北の中で最も多くなったところである。 

しかしながら，宮城県の観光振興予算の約７割を占めるこうした震災対応予算は，復興

の進捗に伴い，今後，縮小又は終了が見込まれている。 

 

 こうした国の東北観光復興対策交付金等の動向を踏まえるとともに，引き続き，観光需

要の増加に向けた取組の充実・拡大が必要であることから，観光振興施策のための安定的

な財源確保策を検討することが求められている。 

このような中で，平成 30年７月，「宮城県観光振興財源検討会議」が設置され，同年 10

月 31日に，観光振興に係る施策を実施するための財源の在り方に関する重要事項の調査審

議について，宮城県知事から諮問されたところである。 

 

本検討会議では，これまで９回にわたり会議を開催し，宮城県の観光の現状を踏まえ，

観光・経済関係団体及びホテル・旅館・交通等の事業者や市町村などの関係者から，観光

振興に向けて必要な施策に関するヒアリングを実施し，そこから見えてきた課題等を整理

し，観光振興施策の今後の方向性や事業規模について議論した。その上で，観光振興財源

の比較検討を行い，財源確保の在り方などについて議論を重ね，今般，最終報告としてと

りまとめを行ったものである。 

宮城県観光振興財源検討会議      
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２ 宮城県の観光の現状と課題 

 

（１）観光の現状  

① 観光を取り巻く状況 

イ 人口の減少・高齢化の本格化 

 日本全国の人口は平成 22 年をピークとして減少に転じており，10 年間で約 273

万人減（△2.1％）と推計されている。 

 東北地方の人口は，平成 22 年から 10 年間で約 73 万人減（△7.8％）と推計さ

れており，全国を上回る減少局面にある。 

 全国的に人口減少と並行して高齢化が進行しており，令和 2 年には，宮城県では

3.4 人に１人が高齢者になると推計されている。 

 今後は，急激な人口減少と少子高齢化に伴う労働人口の減少や消費の縮小等に

より，経済活動の規模縮小が懸念される。 

 

 

ロ 政府目標（明日の日本を支える観光ビジョン） 

 このような中で，政府も観光を我が国の基幹産業へと成長させ「地方創生」への

切り札とすべく，国を挙げて取り組んでおり，「明日の日本を支える観光ビジョン」

の中で，高い政府目標を掲げている。 

 訪日外国人旅行者数については，2020 年に 2015 年の約２倍となる 4,000 万人，

2030年には 2015 年の約３倍となる 6,000 万人を目指すとしており，訪日外国人旅

行消費額は 2020 年に８兆円，2030年に 15兆円を目標としている。 
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ハ 交流人口の拡大の重要性 

 定住人口の減少を交流人口でカバーしようとする場合，１人当たりの年間消費額

127万円を旅行者の観光消費に換算すると，外国人旅行者８人分，国内旅行者の宿

泊客 23人分，同じく日帰り客だと 73人分に相当する。 

 国内旅行者では日帰り客よりも宿泊客，さらに，国内旅行者よりも外国人旅行者

の方が一人当たりの観光消費額が高いことから，より消費単価の高い観光客を多く

呼び込み，観光消費額を高めることが，地域経済を活性化させる上で効果的である。 
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ニ 観光消費額の経済波及効果 

 観光産業は非常に裾野の広い産業であり，その経済波及効果は非常に大きいこと

から，観光施策の果たすべき役割と重要性は非常に大きい。 

 宮城県では「第４期みやぎ観光戦略プラン」において，令和２年の目標値である

観光消費額 4,000 億円を達成した場合の第一次波及効果，第二次波及効果を含めた

経済波及効果は 8,468 億円，雇用効果は 73,213 人と試算されている。 

 

  

観光消費額の経済波及効果 
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ホ 訪日外国人旅行消費額の伸び 

 訪日外国人旅行消費額の推移を見ると，2012 年には 1.1 兆円だったが，６年後

の 2018 年には約４倍の 4.5 兆円に伸びている。 

 2018 年の訪日外国人旅行消費額 4.5 兆円と日本の製品別輸出額の規模感を比較

してみると，自動車の 12.3 兆円に次いで２番目の規模感であり，観光は既に日本

の主要輸出産業と肩を並べる存在になっていると言える。 

 

 

② 東北地方・宮城県の観光客入込数等の状況 

イ 東北地方の外国人宿泊者数 

全国の平成 30 年の外国人延べ宿泊者数は，8,357 万人（震災前の約 3.2 倍）と大

きく伸びている。 

東北地方も 129 万人（震災前の約 2.5 倍）と伸びているものの，そのシェアは全

国の 1.5％の割合に留まっている。 
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ロ 宮城県の外国人宿泊者数 

宮城県の外国人延べ宿泊者数は，震災前の水準を上回って近年大きく伸びており，

平成 30年は 36.4 万人泊（震災前の約 2.3 倍）と東北の中では最も多く外国人が訪

れている。 

令和元年上半期における宮城県の外国人延べ宿泊者数は，約 23.7 万人泊となっ

ており，前年同期比では，全国で最も高い伸びとなっており，これまでの取組の成

果が表れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 宮城県の観光客入込数・宿泊観光客数 

宮城県の平成 30 年の観光客入込数は 6,414 万人であり，同じく宿泊観光客数は

941 万人で，県全体では震災前の水準を超え，順調に伸びている。 

沿岸部においては，観光客入込数及び宿泊観光客数ともに震災により震災前の約

３割まで減少し，その後は順調な回復を見せつつも，震災前の水準まで回復してい

ない。  

単位：人泊 
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③ 宮城県の一般会計予算等 

宮城県の一般会計予算額は，震災前は年間 8,000 億円台で推移し，震災対応事業に

より倍増したものの，震災対応予算は復興の進展とともに縮小傾向にある。 

今後の財政状況については，2025 年にいわゆる「団塊の世代」が後期高齢者（75

歳以上）に達することによる社会保障関係経費の急増や，老朽化した施設の更新時期

の到来等により，財政を圧迫することが懸念されている。 

震災対応予算の多くの割合を占める復興関係基金は，残高が年々減少しており，今

後の活用は限定的と考えられる。 
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④ 宮城県の観光関連予算の推移と内訳 

イ 予算の推移と財源内訳 

宮城県の観光関連予算は，震災後，震災対応予算により大幅に増加し，令和元年

度は当初予算額で約 24 億 1,533 万円であり，その財源の内訳は，東北観光復興対

策交付金等が 27％，復興関係基金等が 38％と全体の約７割を占めている。 

東北観光復興対策交付金等については，令和２年度での終了が見込まれており，

復興関係基金についても，残高が年々減少していることから，一般財源等以外の財

源を安定的かつ継続的に確保していくことは困難な状況と考えられる。 

 

 

ロ 使途内訳 

令和元年度の観光関連予算の使途内訳を見ると，国外誘客促進が 31％，国内誘

客促進が 12％，施設整備が 31％，その他が 26％となっている。 

東北観光復興対策交付金等は，その使途の全てが国外誘客事業に，復興関係基金

等は，国外誘客や国内誘客，施設整備，その他の事業に幅広く使われている。 
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⑤ 震災対応予算を活用した主な事業 

東北観光復興対策交付金等や復興関係基金等の震災対応予算の使途は，国内外の誘

客促進のための観光資源発掘・磨き上げや受入態勢整備，施設整備など多岐に渡って

いる。 

これらの事業は，近年の宮城県の観光客入込数や訪日外国人旅行者数の順調な伸び

などの成果を上げている観光振興施策の中心となっていることから，今後の事業の必

要性やその財源の在り方について，十分に検討する必要がある。 
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（２）宮城県の観光振興に関する課題  

① 観光関係者からの意見聴取 

本検討会議では，今後取り組むべき観光振興施策についての方向性，取組のイメー

ジ等を把握するために，観光関係の 20 事業者・団体から，必要な施策や事業及び取

組についての意見聴取を行った。 

 

＜意見聴取概要＞ 

実 施 日 

・平成３１年１月３１日（木） 

・平成３１年３月２２日（金） 

・令和 元 年７月１７日（水） 

第２回宮城県観光振興財源検討会議 

第３回宮城県観光振興財源検討会議 

第４回宮城県観光振興財源検討会議 

対 象 者 
・観光・経済関係 ５者  ・県 内 市 町 村 ４者 

・宿 泊 関 係 ７者  ・交 通 関 係 ４者  計 20 者 

内 容 ・ 項 目 
・今後取り組むべき観光施策や必要な分野について 

・観光振興に関して行政に実施して欲しい取組について 

意 見 件 数 
①観光資源に関する意見 29 件 ②受入環境に関する意見 40 件 

③情報発信に関する意見 38 件 ④体制強化に関する意見 48 件  計 155件 

 

＜ 内 訳 ＞ 

 ①観光資源 ②受入環境 ③情報発信 ④体制強化 合 計 

観光・経済関係 (５者) １１件 ７件 １５件 ２１件 ５４件 

県内市町村   (４者) ４件 ７件 ８件 ８件 ２７件 

宿泊関係    (７者) ６件 ８件 ３件 １４件 ３１件 

交通関係    (４者) ８件 １８件 １２件 ５件 ４３件 

合 計(２０者) ２９件 ４０件 ３８件 ４８件 １５５件 
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＜主な意見＞ 

①観光資源に関する意見 

・世界で通用するコンテンツの開発・磨き上げが必要 

・県内の歴史ある温泉街など観光地の景観整備事業に対して補助する仕組みを検討してはどうか 

・「政宗が育んだ“伊達”な文化」など貴重な文化等の観光コンテンツを磨き上げて付加価値をつけ，訴求力を

高めるような取組が必要 

・仙台，宮城の強みであるプロスポーツチームを最大限活用することが必要 

・インバウンド向けの観光素材の磨き上げとして，ナイトメニューの充実が必要 

・滞在型のプログラムには，様々な体験を取り入れた商品開発が必要 

・沿岸部のにぎわい創出は大きな課題，沿岸部のコンテンツの活用や被災地に訪れる仕組み作りが必要 

・教育旅行は国内，特に関西圏に相当需要があり，防災学習に興味を持っている学校も多い 

②受入環境に関する意見 

・観光型 MaaS の推進，二次・三次交通の利便性向上が必要 

・インバウンドを増やしていくためには航空路線の拡大が必要，路線を誘致し定着するまでのリスクに対して

行政の支援が必要 

・インバウンド拡大や航空路線の維持等のためアウトバウンドの強化が重要 

・Wi-Fi 環境について半島や離島などの店舗のない自然エリアにも今後整備を進めてほしい 

・インバウンド対応事業としてキャッシュレス事業に将来的に取り組むべき 

・ハラル対応などの多様性への対応に積極的に取り組むべき 

・災害時の観光地の受入態勢整備は進んでいないことから対策が必要 

③情報発信に関する意見 

・プロモーションは東北全体で打ち出して強力に取り組むのが効果的 

・デジタルプロモーションなどの先を見据えた戦略が必要 

・既にインバウンドが多く訪れている国内観光地と連携して，東北を PR することが必要 

・海外では宮城県の認知度が非常に低く，プロモーションが不足している 

・宮城の優れた食材や観光素材の良さが首都圏等で伝わっているか疑問があり，観光以外の分野とも連携し 

アピールしていく取組が必要 

・観光素材の発掘や磨き上げが不足しており，さらにプロモーションするサイクルが大事 

④体制強化に関する意見 

・宿泊の底辺を広げていく際に民泊は重要 

・DMO が地域の観光素材の磨き上げを行うとともに，観光客の動向やニーズを把握する必要がある 

・観光地として存続していけるよう，宿泊施設の設備投資等への補助なども必要 

・多様化するニーズや人材不足に対応するため，ホテル・旅館のサービス形態の改善が必要 

・AI やロボット等を活用した生産性向上や外国人労働者の活用など積極的に取り組んでほしい 

・質の高い観光ガイド・コーディネーター等の人材育成は重要 

・外国人目線でニーズが高い観光資源を世界に発信する取組が必要 

・感覚や経験ではなくマーケティングデータに基づいた観光戦略を展開すべきであり，予算をかけて取り組む

必要がある 

・観光産業は持続可能な開発目標の達成に大きな貢献が期待されるため，持続的な地域づくりが必要 
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② 意見等から想定される課題 

意見をとりまとめた結果，震災からの復興や今後の観光振興のための課題はまだ

まだ山積しており，今後行うべき観光振興施策は多岐に渡ることがわかった。 

また，震災からの復興や観光を取り巻く環境の変化から，今後も継続した又は新

たな視点からの観光振興施策が必要であると考えられる。 

 

＜想定される課題＞ 

①観光資源に関する課題 

・地域の魅力を活かした観光資源が不足 

・観光地としての魅力づくりが不十分 

・観光コンテンツの整備がハードとソフト両面で不十分 

・地域の拠点となる観光施設の整備が必要 

・ニューツーリズムなど新たな視点での観光の取組が必要 

・特定目的観光など観光客のニーズに合わせた取組が必要 

・体験型観光の取組が不十分 

・観光客の満足度を高める取組が不十分 

・観光消費額を高める取組が必要 

・観光客の長期滞在化や再訪問率を上げる取組が必要 

・歴史ある街並みなどの観光資源や景観の整備が不十分 

・沿岸部のにぎわい創出が不十分 

・沿岸部の観光コンテンツが不足 

・インバウンド及び国内向けの教育旅行の取組が必要 

・防災観光の取組が不十分 

②受入環境に関する課題 

・観光地に行くための道路や鉄道の整備が必要 

・仙台空港や仙台駅からの二次交通が不足 

・観光地と観光地をつなぐ二次交通が不足 

・インバウンドにも利用しやすい二次交通の仕組みが必要 

・重点市場からの航空路線の誘致・拡大の取組が不足 

・国内線による乗り継ぎの取組が必要 

・インバウンド拡大・航空路線の維持のためにはアウトバ

ウンドの取組が必要 

・航空路線拡大のためには航空会社等への支援が必要 

・観光の拠点となる施設が不足 

・観光案内板がわかりにくい 

・観光案内板が不足 

・無料 Wi-Fiが使えるエリアの拡大が必要 

・無料 Wi-Fiが安定的に快適に使える環境の整備が必要 

・観光客の安心安全への対応が不十分 

・災害時の観光客の受入態勢や安全対策が不十分 

・案内表示や情報発信の多言語対応が不十分 

・外国人観光客が買い物しやすいキャッシュレス環境が不十

分 

・海外の文化・生活習慣に配慮した対応が不十分 

③情報発信に関する課題 

・東北での広域連携による観光ルートが不足 

・東北が一体となったプロモーションが不十分 

・国内観光地と連携した国内外の観光客の取り込みが必要 

・海外では宮城県の認知度・知名度が低い 

・効果的なインバウンド向けプロモーションが必要 

・ターゲットを見据えた戦略的な取組が必要 

・MICE等による大規模な誘致策と県内周遊の仕組みが不足 

・原発事故の風評被害が大きい国との関係の再構築が必要 

・地方と地方を結んで国内マーケット活性化が必要 

・国内観光地との連携が不十分 

・首都圏と連携して宮城の食材や観光地の良さを伝えるべき 

・もっと国内から東北に観光客を呼び込む必要がある 

・先を見据えたデジタル戦略中心のプロモーションが必要 

・インバウンド向けの効果的な情報発信が不十分 

・SNSを活用した効果的な情報発信が必要 

・スマホを活用した取組が必要 

④体制強化に関する課題 

・観光施設等の開業への支援が必要 

・観光施設等の建物・設備の整備への支援が不十分 

・民泊への支援が不十分 

・観光事業者の生産性の向上や経営サービスの改善が必要 

・観光産業への新規参入事業者への支援が必要 

・観光の新たな取組への支援が必要 

・観光地をマネジメントできる人材が不足 

・質の高いガイド・コーディネーター人材が不足 

・観光産業の生産性向上や経営サービスを改善できる人材

が不足 

・マーケティング・リサーチの取組が不十分 

・インバウンドの多様化するニーズの把握が必要 

・インバウンドの動向や移動手段等の把握が必要 

・DMOや観光地域づくりへの支援が不足 

・観光組織の強化連携が必要 

・持続的な観光地域づくりへの取組が必要 
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３ 宮城県の観光振興施策 

 

（１）これまでの取組  

① これまでの観光振興施策（みやぎ観光戦略プランによる取組） 

宮城県においては，平成 19 年３月に県政運営の基本方針である「宮城の将来ビジ

ョン」を策定し，「富県共創！活力とやすらぎの邦づくり」を基本理念として県政を

推進する中で，観光の果たす役割が極めて重要であるという認識に立って，平成 18

年 12 月に「みやぎ観光戦略プラン」，平成 23 年３月には「第２期みやぎ観光戦略プ

ラン」を策定し，観光振興施策を推進してきた。 

その後に発生した震災により，宮城県の観光客入込数等は震災前の約３割程度まで

落ち込んだが，震災からの復興を目指して平成 23 年 10 月に策定された「宮城県震

災復興計画」の復興のポイントの一つに「多様な魅力を持つみやぎの観光の再生」を

掲げるとともに，平成 26 年３月に策定された「第３期みやぎ観光戦略プラン」に沿

って，観光の復興に向けた取組を推進し，県全体では，ほぼ震災前の水準まで回復し

たところである。 

平成 30 年３月には，平成 30 年度から令和２年度までを期間とする「第４期みや

ぎ観光戦略プラン」が策定され，「観光の再生から未来につなぐ新たなステージへ」

を計画の基本理念として，目標に向けて取り組んでいる。 
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② 宮城県の観光客入込数等 

宮城県の観光客入込数等については，震災の影響により大きく落ち込んだものの，

平成 30 年の観光客入込数が 6,414 万人，外国人延べ宿泊者数が 36.4 万人泊とともに

過去最高を記録している。 

特に，外国人延べ宿泊者数は，震災前と比較して約 2.3 倍に伸びており，さらには，

令和元年上半期の外国人延べ宿泊者数の前年同月比の伸び率は，全国で最も高い伸び

率となるなど，平成 28 年度以降の東北観光復興対策交付金を活用したインバウンド

の取組の成果が着実に表れてきている。また，沿岸部の観光客入込数等についても，

震災前の水準には達していないものの，順調に回復しつつある。 

 

③ 観光振興施策の評価 

宮城県行政評価委員会が実施する令和元年度の政策・施策評価においては，「宮城

の将来ビジョン」の施策「地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現」は，「概

ね順調」の評価を受けている。 

 

（２）観光振興施策の方向性と取組イメージ  

① 宮城県が目指すべき姿 

○ 宮城県においては，令和２年度をもって１０年間の震災復興期間が終了し，復興

後の次のステージに移行することとなる。 

○ これまでに世界中からいただいた御支援により復興した姿を，「観光」を通じて

世界中の方々に見ていただくことが大切である。 

○ 「点から線，線から面」へ広がりのある「観光」の実現とともに，復興ツーリズ

ムなどをはじめとした「みやぎ」らしい観光を推進していくことが求められている。 

○ これにより，交流人口を拡大し，地域が持続的に発展して，未来へとつながって
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いくみやぎの観光の姿を目指すべきである。 

 

② 宮城県の役割 

観光振興施策における国や県，市町村，事業者の中での県が果たすべき役割につい

て整理した。 

 

＜宮城県の役割＞ 

 

 

 

 

 

イ 広域的な観点からの「みやぎ」らしい観光振興施策の実施 

宮城県を訪れる観光客は，県内の一つの観光地のみならず，県内，さらには東北

を周遊しており，また，外国人観光客に至っては，国内をダイナミックに周遊する

ことから，点としての観光地整備だけではなく，複数の観光地をつなぐルートを造

成し，そして，そのルート周辺を含めた一帯の地域をエリアで整備することで，点

から線へ，線から面へと展開することが必要である。 

このことから，広域的な観点からの「みやぎ」らしい観光ルートの造成や観光コ

ンテンツの整備等の魅力づくりや，プロモーションの取組は欠かせないものとなっ

ており，広域自治体としての宮城県の果たす役割は大きいと考えられる。 

 

ロ 東北や圏域などの広域的な連携・観光地域づくり・組織体制整備 

広域的な観光振興施策に取り組む上では，東北や全国の各都道府県，或いは圏域

間など，自治体間の連携や地域の魅力を活かした持続可能な観光地域づくりや，ま

た，機動的かつ効果的な施策推進を図るためには，人材の確保や育成を含めた組織

体制の整備が必要と考えられる。 

 

ハ 市町村や事業者が実施する観光振興施策との連携や支援 

市町村の地域の特色を活かした観光資源の魅力づくりや地域の実情に応じた受

入環境の整備などの意欲的な取組に対して，連携して取り組むとともに，具体的な

支援をすることで，市町村の取組や事業者の参入・投資を促進する必要があると考

えられる。 

  

１ 広域的な観点からの「みやぎ」らしい観光振興施策の実施 

２ 東北や圏域などの広域的な連携・観光地域づくり・組織体制整備 

３ 市町村や事業者が実施する観光振興施策との連携や支援 
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③ その他の実施主体の役割 

観光振興施策における国や市町村，事業者の役割について整理した。 

 

イ 国の役割 

・ 国全体としての観光資源の磨き上げなどの取組 

・ 新たな市場拡大などの大規模な訪日プロモーション 

・ 観光振興に関する法制度の見直し・規制緩和 

・ 各主体の取組に対しての大規模な支援・補助 

 

ロ 市町村の役割 

・ 地域の特色を活かした観光振興施策の実施 

・ 地域の実情に応じた受入環境の整備 

・ 地域の事業者等との連携 

 

ハ 事業者の役割 

・ 多様な観光ニーズに応じたプロモーション，旅行商品造成 

・ 観光客や自治体・観光施設等との連携による魅力づくり・満足度の向上 

 

  

観光振興施策の実施主体毎の役割 
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（３）今後必要な観光振興施策・事業規模 

① ４つの方向性と１９の取組イメージ 

関係事業者からの意見聴取や本検討会議の中で出された意見を基に想定される課

題に対する対応策をとりまとめ，今後必要な観光振興施策として，４つの方向性と 

１９の取組イメージにより，観光振興を推進していくことが必要と考えられる。 

 

＜４つの方向性＞ 

 

 

 

 

  

１ 魅力あふれる観光資源 

２ 受入環境の整備促進 

３ 効果的な情報発信 

４ 観光産業の体制強化 
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＜１９の取組イメージ＞ 
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  ② 観光振興施策の事業規模 

 観光振興施策の方向性に基づいた取組について，事業費を試算したものであり，

取組内容（例）の中には，観光事業者や市町村等への支援策も含むものとするが，

観光振興財源を活用する具体的な事業は，今後の宮城県の予算編成において検討す

る必要があると考える。 

  

施策の方向性 取組内容（例） 事業規模

①みやぎの魅力を活かした観光資源の発掘・磨き上げ

　▼四季の風景や祭，温泉などを活かした観光の推進

　▼宮城オルレの推進と地元観光資源とのコラボレーションの推進

②ニューツーリズムなどの新たな視点からの観光推進

　▼日本遺産（政宗が育んだ“伊達”な文化など）を活かした観光の推進

　▼バーホッピングなどの地元文化を取り入れた新たなツアーの推進

③体験型観光などの観光の質の向上

　▼旅行者のコト消費に対応した体験コンテンツ等の開発

　▼グリーン・ツーリズムや農泊の推進

④歴史的な価値のある観光資源や街並みの再整備

　▼多賀城創建1300年に向けた特別史跡周辺の環境整備等

　▼温泉街などの観光地の街並みの再整備

⑤沿岸部のにぎわい創出

　▼国内外からの教育旅行等の受入拡大

　▼震災遺構等を活用した復興ツーリズム・防災観光の推進

施策の方向性 取組内容（例） 事業規模

⑥周遊しやすいインフラ・二次交通の整備・充実

　▼仙台空港から観光地への二次交通の充実や他県と連携した取組

　▼交通渋滞緩和等のオーバーツーリズム対策の実施

⑦東北のゲートウェイ・仙台空港の活用・強化

　▼空港機能の強化やLCC等の新規路線の誘致

⑧わかりやすい観光案内の充実

　▼多言語案内看板の設置の推進

⑨誰もが訪れやすい環境整備

　▼宿泊施設等への公衆無線LAN機器設置・案内表示の多言語化

　▼災害時における観光客の受入態勢の整備

⑩言語・習慣・文化などの多様性への対応

　▼インバウンドに対応したキャッシュレスの推進

　▼観光施設等のトイレの洋式化・バリアフリー化

施策の方向性 取組内容（例） 事業規模

⑪東北一体の広域観光，国内の連携・周遊促進

　▼東北各県と連携したプロモーションの展開

　▼関係機関と連携した広域観光周遊ルートの造成とPR

⑫インバウンド向けプロモーションの推進

　▼MICEの誘致・開催の推進

　▼訴求力の高いテーマ設定や現地エージェンシーとの連携強化による誘客促進

⑬国内向けプロモーションの推進

　▼通年観光キャンペーンや東北デスティネーションの展開

⑭デジタルマーケティングの推進

　▼デジタルマーケティングの手法による効果的な情報発信とデータ解析に基づく事業展開

施策の方向性 取組内容（例） 事業規模

⑮観光施設等の整備・支援

　▼魅力の高い観光拠点施設の整備・改修の促進

　▼民泊施設や簡易宿所等の小規模宿泊施設の整備促進

⑯観光事業者等の支援

　▼宿泊事業者等の生産性向上ための働き方改革やAI・IoTの導入促進

⑰明日の観光を担う人材確保・育成

　▼観光ガイドやデジタルマーケティング人材の育成に向けた研修等の実施

⑱多様化する観光ニーズの把握

　▼マーケティングデータに基づくニーズ把握の推進

⑲魅力ある持続可能な観光地域づくり

　▼観光地における循環バスの運行

　▼再生可能エネルギーの活用による観光イベントや観光施設等での環境負荷低減の推進

　▼ＳＤＧｓの取組による自然環境や生態系等に配慮した観光地域づくりの推進

 ２ 受入環境の
　  整備促進

 ４ 観光産業の
　  体制強化

7億円

9億円

10億円

13億円

12億円

15億円

１ 魅力あふれる
　 観光資源

 ３ 効果的な
  　情報発信

6億円

8億円

事業規模合計 ３５億円～４５億円

～
～

～
～
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③ 観光振興施策の財源活用・使途イメージ 

観光振興施策の財源活用について以下のとおり整理するほか，これまで取り組んで

きたインバウンドの誘客をはじめとした観光振興施策を今後も切れ目なく，より一層

充実・拡大するため，４つの分野を中心に財源を充当するのが適当と考えられる。 

 

【活用１】 

更なる行政需要等に対応するために，県が実施する観光振興施策や，市町村や

観光事業者が実施する施策への支援等のうち，重点的に実施するもの。 

▼優先度の高い施策 

▼誘客効果の高い施策 

▼中長期的な戦略を基に計画的に取り組む必要がある施策 など 

 

【活用２】 

震災からの復旧・復興を目指し実施している観光振興施策について，復興関係

基金等や東北観光復興対策交付金等を財源としていた施策を継続するもの。 

▼復興期間経過後も内容等を見直しながら，継続して取り組む必要がある施策 

▼通常分のうち内容等を見直し，拡充等して実施する施策 など 

 

 

＜財源の使途の視点＞ 

観光振興施策の財源活用イメージ 

１ 復興を遂げた「みやぎ」らしい体験・滞在型の観光資源の整備 

２ デジタルの加速化を踏まえた観光の推進と AI・IoT等を活用した

観光産業の体制強化 

３ 快適で満足度の高い旅行環境の提供 

４ 東北のゲートウェイ機能の強化 
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４ 新たな財源確保策の在り方 

 

（１）観光振興施策の財源を検討する必要性 

宮城県の観光関連予算については，震災後，国からの東北観光復興対策交付金や復興

関係基金等の震災対応予算を国外誘客促進のほか，国内誘客促進，施設整備などの幅広

い施策に活用しており，現在では観光振興施策の財源の約７割を震災対応予算が占めて

いる。 

震災対応予算については，復興の進捗に伴い，東北観光復興対策交付金は令和２年度

での終了が見込まれ，復興関係基金等は残高が年々減少している。また，宮城県の一般

会計予算についても，今後は社会保障関係経費の急増や，公共施設の老朽化対策等の経

費が財政を圧迫することが懸念されており，一般財源等により観光関連予算を増額する

ことは極めて難しい状況と考えられる。 

こうしたことから，現時点においては，現状の一般財源等の額を超える予算を継続的

かつ安定的に確保していくことは，極めて困難な状況である。 

このため，今後の宮城県の観光振興に何が求められ，そのためにどのような施策が必

要か，また，施策を実施していくための財源の確保をどうするかという課題について，

検討する必要が生じている。 

 

（２）財源確保を行う理由 

宮城県の人口は自然減や震災の影響により減少傾向にあり，消費の縮小等により，

経済活動の規模縮小が懸念されている。 

このような中で，観光における消費額の経済波及効果は大きく，観光産業の裾野も広

いことから，より消費単価の高い観光客を多く呼び込み，観光消費額を高めることが，

地域経済を活性化させ，地方創生につなげていく上で効果的と考えられる。 

国においても観光の取組に力を入れており，「明日の日本を支える観光ビジョン」に

おいて，訪日外国人旅行者数の目標値を 2020 年に 4,000 万人，2030 年に 6,000 万人と

するなど，高い目標を掲げて取り組んでおり，訪日外国人宿泊者数や旅行消費額は大き

く伸びている。 

東北地方においても，これまでの取組の成果により，訪日外国人延べ宿泊者数は順調

に伸びているものの，全国の中では東北が 1.5％の割合に留まっていることから，更な

る受入環境の整備等の強化が必要である。 

一方，観光客の増加に伴い，新たな課題も出てきており，既に多くの訪日外国人旅行

者が訪れている東京，大阪及び京都などのいわゆるゴールデンルートやその他の先進地

の事例を見ると，例えば，訪日外国人旅行者が多く訪れることにより，道路の渋滞や公
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共交通機関の混雑，多言語対応ができる人材の不足等により，地域住民の生活に影響を

及ぼすような事態も発生しており，観光公害，いわゆる「オーバー・ツーリズム」への

対応を迫られている地域もある。 

宮城県においては，これまで述べてきたように，訪日外国人旅行者をはじめとした観

光客を，今後も増やしていかなければならない状況ではあるものの，観光客が集中する

シーズン及び地域においては，渋滞の発生や駐車場の混雑等の状況が発生していること

から，渋滞や混雑の緩和対策，観光案内の充実及び多言語化などのオーバー・ツーリズ

ム対策の必要性も，今後高まっていくものと考えられる。 

宮城県内の状況に目を向けると，県全体の観光客入込数等は，震災前の水準を超え順

調に伸びている一方で，沿岸部では震災前の水準まで回復していないことから，沿岸部

のにぎわい創出のためには，令和３年３月までの「宮城県震災復興計画」終了後も，継

続した取組が必要と考えられる。 

以上のように，少子高齢化への対応としての交流人口の拡大，インバウンド対応とし

ての受入環境の整備促進，沿岸部のにぎわい創出に加え，オーバー・ツーリズムなどの

環境の変化に対して，新たな行政需要が生じている。 

これまで，震災対応予算を活用した県の取組は一定の成果が出ており，今後も交流人

口を拡大し，富県宮城の実現や地方創生につなげていくためには，取組の更なる充実が

必要であることから，そのための継続的かつ安定的な財源の確保が必要不可欠と考えら

れる。 
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（３）他自治体における財源確保の事例 

他自治体における観光関係の財源確保事例は，次のとおりである。 

 

■法定外普通税 

 

■法定外目的税① 
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■法定外目的税② 

 
 

■寄附金 
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（４）財源確保の在り方に関する関係者からの意見聴取 

本検討会議では，観光関係 19 事業者・団体から，新たな財源の使途や確保策等につ

いての意見聴取を事務局により実施した。 

 

＜意見聴取概要＞ 

実 施 日 令和元年 11 月１日から 11 月 18 日まで 

対 象 者 
・観光・経済関係 ５者  ・県 内 市 町 村 ４者 

・宿 泊 関 係 ７者  ・交 通 関 係 ３者  計 19 者 

内 容 ・ 項 目 
・観光振興施策の今後の取組や新たな財源の使途について 

・新たな財源の確保策について 

 

＜主な意見＞ 

①観光振興施策の今後の取組や新たな財源の使途について 

①魅力あふれる観光資源 

・県は市町村と分担しながら，地域ブランドを絞り込み，その発信を行うべきだと思う 

・スポーツツーリズムなどが観光客を集める効果が高いのではないか 

・魅力向上のためには，地域全体で街並みを統一し整備するのが一番効果的だと思う 

・沿岸部のにぎわい創出も必要だが，内陸部の温泉地にも支援をお願いしたい 

②受入環境の整備促進 

・二次交通の充実やその支援を強く求める 

・インバウンドについては，行政も関係事業者も未経験のことが多く，体力をつけながら，ど

れだけ継続してやっていけるかが課題だと思う 

・日曜はどうしても稼働率が下がるので，日曜に泊まった人にインセンティブを与える宿泊補

助などセットで考えてはどうか 

③効果的な情報発信 

・再来年，東北ＤＣがあることから，新しい取組を始めるタイミングとしては，良いのではな

いか 

・インバウンド向けのプロモーションも出来なくなることを考えると安定した財源を確保する

ことは必要だと思う 

④観光産業の体制強化 

・今後，観光振興を図る上では，欧米からの観光客も多くなるため，ＳＤＧｓの視点をぜひ入

れてほしい 

・地域にも埋もれている若い人材がいると思うので，そういった人材を発掘し活かす取組が必

要ではないか 

・観光客・ビジネス客を問わず，快く長く滞在してもらうための宿泊施設への整備支援が必要

ではないか 
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②新たな財源の確保策について 

・安定的に観光振興に充てられる予算があったら良いと思う 

・しっかりとした財源確保は，観光基盤づくりに役立つ必須のものであり，海外でも潮流となって

おり，方向としては大賛成である 

・「宿泊税」は今後は必要になってくるだろう，宿泊税をとっても良いのではないか 

・インバウンドを推進していく上で，地方税がベストで宿泊税しかないと思う 

・宿泊税は必要，異論はない 

・県が条例で定める宿泊税ということであれば，震災からの復興途上であるからこそ導入すべき 

・宿泊税を導入するとなれば，消費税より安価で，ワンコインに収まる価格帯（100～500 円）がよ

いのではないか，宿泊価格が高額であれば，1,000 円もあり得る 

・京都市並みの税率（200～1,000 円），或いはそれ以上が理想ではないか 

・コントロールしやすいのは確かに「宿泊」だが，他からも薄く広く集める方法はないものか，宿

泊事業者狙い撃ちは良くないし，泊まらないにつながる可能性もある 

・新財源は宿泊施設だけではなく幅広い対象でフェアに考えて欲しい 

・宿泊者から観光振興のための税金を徴収しようというのは安易な考えであり賛成できない 

・宿泊施設は経営状況が厳しいところが多く，こうした状況下での宿泊税の導入は基本的には反対

である 

・取りやすいところから取るのは税の公平性としてどうなのか，また，支払うのは宿泊者であり，

宿泊事業者ではないとよく言われるが，支払う宿泊客と税を集める宿泊事業者が最も影響を受け

る 

・「宿泊税」を導入するのであれば，宮城県単独ではなく，全国一律で足並みを揃えて欲しい 

・宿泊税の導入については反対ではないが，使い方をしっかり検討してほしい 

・宿泊事業者は誰も諸手を挙げて賛成することはないだろうが，「宿泊税」の導入はやむを得ないの

ではないか 

・宿泊税導入については否定しないが，宿泊業者の納得と，納税者は県外の人が多くなることを考

えれば，使途の見える化が必要であり使途も，受入環境整備の案内板設置や宿泊業者の支援に絞

り込んではどうか 

・100 円とか 200 円の税額であれば，宿泊料金全体に占める割合も少なく影響はないのではないか 

・宿泊料金が大きく変わる訳ではないので，宿泊客から見れば大きな影響はないのかとも思うが，

何とも言えない 

・特定のものに狙い撃ちにならないように，宿泊税だけではなく，施設の拝観料等への上乗せも検

討してはどうか 

・税収使途で，施策の内容や優先順位がはっきりしていれば反対はないと思うが，何にどう使うか

がポイントとなる 

③その他について 

・交付金や基金がなくなるのは市町村も同じ状況だが，県として市町村の観光振興財源については，

どのように考えているのか 

・行政が観光振興施策に取り組むのはよいが，魅力づくり等，まずは観光事業者自身が努力しなけ

ればならない 

・入湯税を徴収しているが，旅館は色々と手続きが大変であり，その使途も見えてこない 
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（５）観光振興財源の確保策 

① 地方公共団体の自主財源の比較検討 

観光振興財源の確保策を検討するに当たっては，地方公共団体の歳入予算の収入の

種類のうち，地方公共団体が自主的に収入できる「自主財源」で，かつ使途が特定さ

れる「特定財源」に当たる「地方税，分担金，使用料，負担金，手数料，寄附金」の

６つが新たな観光振興財源の選択肢になり得ると思われる。 

このことから，６つの財源について，収入の規模，継続性・安定性，そして，受益

と負担の観点から比較検討を行った。 

 

＜地方公共団体の自主財源の比較検討＞ 

 

比較検討の結果，観光振興施策に計画的に取り組むためには，一定規模以上の財

源を継続的かつ安定的に確保し，受益者を広く設定し負担を求めることが可能な財

源として，最も有効な手法は「地方税」と考えられる。 

また，この財源は，観光振興という特定の目的にのみ使用され，観光客の受入環

境整備等の財政需要の財源を確保するためのものであることから，「法定外目的税」

が望ましいと考えられる。 

  

種　類 内　容 収入の規模 継続性・安定性 受益と負担

地方税

地方公共団体がその経費に充てるため，財力調達の目的をもって，
その課税権に基づき賦課・徴収するもの
【普通税】その収入を一般経費の財源に充当する
【目的税】特定の費用のために課される税（⇔普通税）
【法定外税】地方公共団体の特殊事情を勘案して設けることができ
る税（⇔法定税）
【超過課税】条例により，標準税率（地方税法）を上回る税率で課
税すること

一定規模以上の
確保が可能

継続的・安定的
な確保が可能

受益者を広く設定し
負担を求めることが

可能

分担金
地方団体が行う特定の事案に必要な費用に充てるため，特に利益を
受けるものから，その受益の限度において徴収するもの

規模は限定的 安定的だが継続
的な確保は困難

受益者を特定し受益
の範囲において負担
を求める必要あり

負担金

①法律に基づき，特別の利益関係等を有する者から，その事業に要
する経費を受益等の程度に応じて徴収するもの
②財政政策上その他の見地から，その事業に要する経費を定められ
た負担割合に応じて求めるもの

規模は限定的 安定的だが継続
的な確保は困難

受益者を特定し受益
の範囲において負担
を求める必要あり

使用料
行政財産の目的外使用及び公の施設の使用に対し，その反対給付と
して徴収するもの

規模は限定的 継続的・安定的
な確保が可能

受益者を個別に特定
し負担を求める必要
あり

手数料
特定の者に提供する役務に対し，その費用を償うため又は報償とし
て徴収するもの

規模は限定的 継続的・安定的
な確保が可能

受益者を個別に特定
し負担を求める必要
あり

寄附金
地方公共団体が実施する一定の事業に必要な経費に充てるため，相
当の給付を行うことなく，金銭又は特定の財産の給付を受けるもの

一定規模の確保
は可能

継続的・安定的
な確保は困難

善意等に基づくため
受益者が必ずしも負
担する必要なし
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② 負担を求める対象の検討 

訪日外国人観光客の急激な増加など，観光による交流人口の拡大に向けた受入環

境整備等の新たな行政需要が今後より一層生じてくると想定される中で，観光地の

公衆衛生や治安などの秩序は，地方公共団体が提供する様々な公共サービスにより

維持されており，観光客についても滞在期間中にその恩恵を享受することで，安心

して観光に訪れることができている。 

また，快適な旅行環境の提供（インフラ・二次交通や観光案内版，Wi－Fi環境の

整備等）をはじめ，観光資源の発掘・磨き上げ（体験・滞在型コンテンツの造成

等）や宮城の魅力の情報発信（デジタルマーケティングの手法によるプロモーショ

ン等）など，直接的に受ける様々な公共サービスにより，観光客は満足度向上など

の恩恵を受けている。 

以上を踏まえると，担税力を見極めながら，その受益に応じた負担の一部を「観

光客」に求めることが，地方税の原則である負担分任性や応益性からも適当と考え

られる。 

なお，ビジネス目的で訪れた旅行者についても，公共サービスの受益を享受して

いることから，「観光客」に含めるものとする。 

 

③ 対象となる観光行動の検討 

負担を求める対象を「観光客」とした場合に，観光客が旅行先で行う様々な観光行

動（宿泊，入域，交通機関利用，駐車場，飲食，土産購入，施設利用）が課税の対象

となり得るかについて，「課税対象の捕捉」や観光客の「担税力（消費能力）の判断」

が可能かという観点から，比較検討を行った。 

 

＜観光行動の比較検討＞ 

 

比較検討したところ，「課税対象の捕捉」については，「宿泊」は観光行動として

明確であり，観光客の捕捉が可能と考えられるが，それ以外の行動については，対

観光行動 課税対象 課税対象の捕捉 担税力（消費能力）の判断

宿泊
県内のホテルや旅館等への宿泊行
為

観光行動として明確であり，観
光客の捕捉が可能

宿泊行為により，担税力を判断
しやすい

入域 県内への入域行為
一般道路等による入域行為の捕
捉がほぼ不可能

入域行為のみでの担税力の判断
は難しい

交通機関
利用

県内の交通機関利用
(鉄道・バス・船舶・タクシー等)

住民の日常利用との区別が困難
であり，観光客の捕捉が難しい

利用料金は一律で設定されてお
り，担税力の判断は難しい

駐車場 県内の駐車場利用
住民の日常利用との区別が困難
であり，観光客の捕捉が難しい

利用料金は一律で設定されてお
り，担税力の判断は難しい

飲食 県内飲食店での飲食行為
住民の日常利用との区別が困難
であり，観光客の捕捉が難しい

飲食行為により，担税力を判断
しやすい

土産購入 県内販売店等での土産購入
住民の日常利用との区別が困難
であり，観光客の捕捉が難しい

買い物行為により，担税力を判
断しやすい

施設利用 県内観光施設等の利用
住民の日常利用との区別が困難
であり，観光客の捕捉が難しい

利用料金は一律で設定されてお
り，担税力の判断は難しい
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象の捕捉がほぼ不可能，または，地域住民の日常利用との区別が困難であり，観光

客の捕捉が難しいと考えられる。 

次に，「担税力（消費能力）の判断」については，「宿泊」，「飲食」，「土産購入」

については，消費行為により，担税力が判断しやすいと考えられ，それ以外の行為

については，利用料金が一律で設定されているなど，担税力の判断は難しいと考え

られる。 

以上から，観光客を一定程度捕捉することが可能であり，観光客が実際に税を負

担する能力（担税力）を有しているかを判断しやすい「宿泊」行為への課税が適当

であると考えられる。 
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５ 財源確保策の制度設計 

 

「観光客」の「宿泊行為」について課税する場合に，どのような制度設計にするべきか

について，他自治体の事例を参考にしながら検討を行った。 

 

（１）納税義務者の検討 

他の自治体の事例を見ると，東京都の場合は旅館業法に規定する「ホテル」，「旅館」

に限定し，「簡易宿所」や，住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設（以下

「民泊施設」という。）を対象外としている。それ以外の大阪府，京都市及び金沢市に

ついては，旅館業法に規定する「ホテル」，「旅館」，「簡易宿所」のほか，「民泊施設」

も対象としている。 

 

＜他自治体事例の納税義務者＞ 

自治体名 

納税義務者 

課税 
標準 

旅館業法に規定
するホテルの宿
泊者 

旅館業法に規定
する旅館の宿泊
者 

旅館業法に規定
する簡易宿所(※

１)の宿泊者 

住宅宿泊事業法に
規定する住宅宿泊
事業に係る施設の
宿泊者(※２) 

東京都 ○ ○   宿泊数 

大阪府 ○ ○ ○ ○(※３) 宿泊数 

京都市 ○ ○ ○ ○ 宿泊数 

金沢市 ○ ○ ○ ○ 宿泊数 

※１ 簡易宿所：宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。例えば「ベッドハウス（ベッ

ドだけの簡易宿泊所）」「山小屋」「スキー小屋」「ユースホステル」「カプセルホテル」が該当する。 

※２ 民泊：住宅宿泊事業法上の届出者は，旅館業法に基づく許可に関わらず，住宅宿泊事業（民泊）を営むこと

ができる。宿泊日数が180日を超えないものであって，設備要件・居住要件を満たす必要がある。 

※３ 大阪府は上記の他に，国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)の宿泊者も対象となる。 

 

宿泊者が享受する公共サービスの受益の程度は，宿泊施設の形態に関わらず等しいと

考えられる。また，観光振興財源を活用した施策についても，宿泊施設の形態に関わら

ず対象となる見込みであることから，公平性を確保するため，課税対象施設を限定せず

に，ホテル，旅館，簡易宿所及び民泊施設の宿泊者について，納税義務者とすることが

望ましいと考えられる。 

 

（２）免税点及び課税免除の検討 

免税点については，東京都で１人１泊の宿泊料金１万円未満の場合，大阪府では同じ

く宿泊料金７千円未満の場合は課税されないこととなっている。また，課税免除につい

ては，京都市では修学旅行等の学校行事（大学を除く）に係る宿泊は課税免除としてお

り，東京都，大阪府及び金沢市については，課税免除なしとしている。 



 

31 

 

 

＜他自治体事例の免税点及び課税免除＞ 

※ 「免税点」とは，「一定金額未満は課税の対象とならない」場合のその「一定金額」である。 

なお，課税対象となる宿泊料金とは，宿泊者１人１泊の料金（サービス料含み，税・食事代除く）である。 

 

宿泊者が享受する公共サービスの受益の程度は，宿泊料金に関わらず同等であるこ

とから，公平性を確保するため，全ての宿泊に課税することが適当であると考えられ

る。また，宿泊者は，日帰りの場合と比較して宿泊地での滞在時間が長く，公共サービ

スの受益の程度が大きくなり，宿泊以外にも交通機関による移動や飲食，土産品の購

入等，様々な消費行動を伴うことが多くなることから，一定の担税力を有していると

考えられる。 

なお，特別徴収義務者となることが想定される宿泊施設及び民泊施設事業者（以下

「宿泊事業者等」という。）への負担を軽減する観点から，簡素な制度とすることが望

ましい。 

これらのことから，全ての宿泊者に広く負担を求めることが望ましいと考えられ，免

税点及び課税免除は，設けないことが適当と考えられる。 

 

（３）税率の検討 

税率については，東京都，大阪府，京都市及び金沢市の全ての自治体において，宿泊

料金の段階ごとに税率を設定する税率区分を設けており，100円から1,000円の間で税率

を設定している。 

 

＜他自治体事例の税率＞ 

自治体名 税率（税率区分） 税収見込 

東京都 
10,000円以上15,000円未満 ：  100円 
15,000円以上       ：  200円 

28 億円(令和元年度予算) 

大阪府 
 7,000円以上15,000円未満 ：  100円 
15,000円以上20,000円未満 ：  200円 
20,000円以上             ：  300円 

19 億円(令和元年度予算) 

京都市 
20,000円未満             ：  200円 
20,000円以上50,000円未満 ：  500円 
50,000円以上             ：1,000円 

42 億円(令和元年度予算) 

金沢市 
20,000円未満             ：  200円 
20,000円以上             ：  500円 

７億円(令和元年度予算) 

自治体名 免税点（※） 課税免除の有無とその対象

東京都 １万円 なし

大阪府 ７千円 なし

京都市 なし あり（修学旅行等の学校行事(大学を除く)に係る宿泊）

金沢市 なし なし
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税率区分については，宿泊者により担税力が異なることから，宿泊料金に応じた税率

で課税することが適当であるため，他自治体の事例と同様に，税率区分を設けて宿泊料

金に応じた税率を設定するということも考えられるが，宿泊者が享受する公共サービス

の受益の程度は，宿泊料金に関わらず同等であり，公平性を確保することが適当である

ことから，税率区分は設けず，定額の税率を設定するという考え方もある。 

 

 

税率区分は設けず，定額の税率を設定すると仮定した場合，他自治体事例の税率の範

囲内で，納税義務者にとって過度な負担になりすぎない税率100円から500円の範囲内で

設定することが望ましいと考えられる。 

 

 

＜参考：宮城県における税収等の試算＞ 

 Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 Ｅ案 

年間宿泊者見込数 １千万人泊 １千万人泊 １千万人泊 １千万人泊 １千万人泊 

税率 100円 200円 300円 400円 500円 

税収概算（年間） 10 億円 20 億円 30 億円 40 億円 50 億円 

徴税費（年間） 
(※１) 

約 7,600 万円 約 7,600 万円 約 7,600 万円 約 7,600 万円 約 7,600 万円 

特別徴収義務者 
交付率(※２) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

特別徴収義務者 
交付金（年間） 

約 2,500 万円 約 5,000 万円 約 7,500 万円 約１億円 約１.3億円 

事業活用可能金額 
（年間）(※３)  

約８億円 約 17 億円 約 26 億円 約 34 億円 約 43 億円 

※１ システム運営費や人件費等，徴税にかかる費用 
※２ 特別徴収制度の円滑な運営を図るため，特別徴収義務者に対し，一定割合により交付する。 
※３ 税収見込みから申告・納入の遅延分や徴税費等の必要経費を差し引いて事業活用可能金額を算出している。 

Ａ案 税率区分を設けて，宿泊料金に応じた税率を設定する。 

Ｂ案 税率区分は設けず，定額の税率を設定する。 

税率区分（案） 

 Ａ案 １人１泊当たり 100円とする。（東京都，大阪府）     

 Ｂ案 １人１泊当たり 200円とする。（東京都，大阪府，京都市，金沢市） 

 Ｃ案 １人１泊当たり 300円とする。（大阪府） 

 Ｄ案 １人１泊当たり 400円とする。 

Ｅ案 １人１泊当たり 500円とする。（京都市，金沢市） 

税 率（案） 
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（４）徴収方法及び特別徴収義務者の検討 

① 徴収方法及び特別徴収義務者 

東京都，大阪府，京都市及び金沢市の全ての自治体の事例において，徴収方法を特

別徴収とし，特別徴収義務者を宿泊事業者等としている。 

 

＜他自治体事例の徴収方法＞ 

※ 特別徴収とは，税金を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく，事業者（特別徴

収義務者）が税金等を代わって預かり，その徴収すべき税金等を納入することをいう。 

 

徴収方法については，個々の宿泊者から県税事務所が直接徴収することは極めて困

難であることから，宿泊事業者等を特別徴収義務者とした特別徴収によることが最も

効率的かつ効果的であり，それ以外の方法は現実的ではないと考えられる。 

 

② 申告・納入方法 

東京都，大阪府，京都市及び金沢市の全ての自治体の事例において，原則として毎

月の申告納入を義務づけているが，特例として過去12か月の納入金の合計が一定額以

下の場合は，３か月分をとりまとめて年４回の申告納入としている。 

 

＜他自治体事例の申告・納入方法＞ 

 

申告・納入方法については，特別徴収義務者の負担の軽減を考慮し，３か月に１回，

３か月分をまとめて（年４回），管轄の県税事務所へ申告し，納入するのが望ましい

と考えられる。 

自治体名 徴収方法
東京都 特別徴収義務者（宿泊事業者等）が宿泊者から宿泊税を徴収し，納入する

大阪府 同　上

京都市 同　上

金沢市 同　上

自治体名 申告・納税方法

東京都
　原則として，各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について，翌月の末日
までに申告納入する。また，特例として過去12か月の納入金の合計額が 120万円以下等
の場合，３か月分をとりまとめて，年４回の申告納入とする。

大阪府
　原則として，各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について，翌月の末日
までに申告納入する。また，特例として過去12か月の納入金の合計額が 120万円以下等
の場合，３か月分をとりまとめて，年４回の申告納入とする。

京都市
　原則として，各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について，翌月の末日
までに申告納入する。また，特例として過去12か月の納入金の合計額が 240万円以下等
の場合，３か月分をとりまとめて，年４回の申告納入とする。

金沢市
　原則として，各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について，翌月の末日
までに申告納入する。また，特例として過去12か月の納入金の合計額が 120万円以下等
の場合，３か月分をとりまとめて，年４回の申告納入とする。
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（５）制度の在り方の検討 

東京都，大阪府，京都市及び金沢市の全ての自治体の事例において，条例の施行後５

年ごとに制度の在り方の検討を行い，その結果に基づく必要な措置を講ずるものとして

いる。 

 

＜他自治体事例の制度の在り方についての検討規定＞ 

 

宮城県の他の法定外税や，「みやぎ発展税」や「みやぎ環境税」などの超過課税につ

いては，課税期間を５年間としていることから，本税にあっても課税期間を５年間とし，

５年ごとに制度の在り方の検討を実施するのが望ましいと考えられる。 

 

 

自治体名 規　　程

東京都
　知事は，この条例の施行後５年ごとに，条例の施行状況，社会経済情勢の推移等を勘案し，この条
例について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。（附則第５項）

大阪府
　知事は，この条例の施行後５年ごとに，第一条に規定する施策の効果及びこの条例の施行の状況を
勘案し，宿泊税に係る制度の在り方について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。（附則第７項）

京都市
　市長は，この条例の施行後５年ごとに，この条例の施行の状況，社会経済情勢の変化等を勘案し，
宿泊税に係る制度について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置
を講じるものとする。（附則第６項）

金沢市
　市長は，この条例の施行後５年ごとに，この条例の施行の状況，社会経済情勢の変化等を勘案し，
宿泊税に係る制度について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。（附則第７項）


